
観
光
行
政
に「
喝
」

①
税
金
の
徴
収
率
は
向

上
し
た
が
、
滞
納
繰
越

分
は
前
年
度
を
下
回
っ

て
い
る
。
滞
納
処
分
に

従
事
す
る
職
員
の
確

保
、
専
門
的
知
識
の
習

得
な
ど
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。

②
町
税
な
ど
の
延
滞
金

の
徴
収
が
的
確
に
行
わ

れ
て
い
る
か
疑
問
が
あ

る
。
期
限
内
に
納
税
し

た
町
民
と
の
均
衡
上
、

未
納
の
延
滞
金
を
放
置

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
徴
収
に
最
大
限
努

力
さ
れ
た
い
。

滞
納
対
策
の
強
化
を

　
平
成
26
年
度
の
税
関

系
、
上
下
水
道
・
住
宅

等
使
用
料
、
貸
付
金
な

ど
に
つ
い
て
、
滞
納
繰

越
分
の
徴
収
率
は
低
下

し
て
お
り
、
ま
た
、
督

促
手
数
料
・
延
滞
金
の

取
り
扱
い
は
、
監
査
委

員
の
審
査
意
見
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

滞
納
整
理
に
関
し
、
執

行
部
内
で
の
連
携
を
密

に
し
、
実
効
あ
る
取
り

組
み
を
強
く
求
め
る
。

③
期
限
後
に
納
付
さ
れ

た
下
水
道
使
用
料
な
ど

の
延
滞
金
、
督
促
手
数

料
の
徴
収
が
ま
っ
た
く

さ
れ
て
い
な
い
。
条
例

ど
お
り
に
事
務
を
改
め

る
べ
き
。

④
古
く
な
っ
た
体
育
館

な
ど
を
修
繕
し
な
い
ま

ま
む
や
み
に
利
用
を
継

続
す
る
こ
と
は
安
全
上

問
題
が
あ
る
。
利
用
が

少
な
い
施
設
は
閉
鎖
・

取
り
壊
し
を
す
べ
き

で
、
閉
鎖
な
ど
の
時
期

を
検
討
し
、
町
民
に
示

さ
れ
た
い
。

旅
行
業
を
生
か
せ

　
観
光
行
政
に
お
い
て
、

大
山
を
中
心
と
し
て
多

額
の
投
資
を
し
て
き
て

い
る
が
、
十
分
な
成
果

が
あ
が
っ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。

　
平
成
30
年
に
迎
え
る

開
山
１
３
０
０
年
事
業

を
控
え
、
ま
た
、
日
本

遺
産
へ
の
認
定
に
向
け
、

観
光
客
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
、
観
光

局
の
旅
行
業
取
得
を
生

か
し
た
商
品
開
発
を
さ

ら
に
促
す
な
ど
、
本
町

全
体
の
観
光
発
展
に
向

け
、
実
効
あ
る
施
策
を

強
く
求
め
る
。

監
査
委
員
の
指
摘

議
会
の
意
見

代
表
監
査
委
員
　
　
　
後
藤
洋
次
郎

議
会
選
出
監
査
委
員
　
西
山
富
三
郎

決
算
審
査
特
別
委
員
会

大山寺参道ににぎわいを取り戻せ

平
成
26
年
度
決
算
審
査
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定

例

会

決
算
内
訳

決
算
審
査
報
告

質
疑
・
討
論

委
員
会
報
告

一
般
質
問

視
察
報
告

お
知
ら
せ


